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【今月の一言】 

運動不足解消のためピラティスをはじめて 1 年が

たちました。見た目こそ変化はありませんが、ふとし

た時、例えば高いところからジャンプして着地したと

きの滑らかさ（！）のような、体幹が以前とは違うと

いった実感があります。さて、10 月の初旬には事務

所のイベント『モルック大会』なるものが予定されてい

ます。成果は如何に（！）次月号にて詳細はお知らせ

いたします。 （事務員 S） 

それでは今月もベイヒルズSR通信をお届けいたし

ます。 

マイナ保険証への移行に伴う対応につ

いて 

◆9月 9日から「資格情報のお知らせ」送付開始 

12月2日以降、健康保険証がマイナ保険証へと移

行します。協会けんぽでは、9月 9日から既加入者に

対する「資格情報のお知らせ」の送付を行っています。 

この「資格情報のお知らせ」は、2024 年 12 月か

ら健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康保険

の記号・番号の確認等に用いるもので、一部は被保

険者が携帯しやすいよう切り取って利用可能なレイア

ウトの紙製カードとなっています。 

特定記録郵便で会社に送付されてきますので、各

被保険者に配付等する必要があります。なお、12 月

2 日以降の新規加入者については、資格取得時に送

付されてくることとなります。 

◆従来の被保険者証の扱い 

マイナ保険証に移行した後も、現行の保険証がすぐ

に使えなくなるわけではありません。そのため、

2025 年 12 月 1 日までに退職する従業員からは、

従来どおり保険証を返納してもらう必要があります。

2025年 12月 2日以降は、被保険者による自己破

棄も可能となりますので、返納なくても構いません。 

◆マイナ保険証を持っていない加入者への「資格

確認書」の発行 

新規加入者については、12月 2日以降、資格

取得届などによる本人からの申請に基づき、会

社を経由してマイナ保険証を持っていない加入

者に発行されます。 

既存の加入者については、2025 年 12 月 2

日までに協会けんぽが必要と判断した人に対し

て発行されます。 

なお、資格確認書の取扱いについても、従来

の被保険者同様、有効期限内に退職した場合、

会社に返納してもらう必要がありますので退職

手続時にあわせて回収しましょう。 

【全国健康保険協会「第 130 回全国健康保険協会

運営委員会資料～マイナ保険証への円滑な移行に

向けた対応について」】 

労働者死傷病報告の電子申請義務

化について 

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、

2025年 1月 1日から、電子申請が義務化され

るとともに、報告事項の整理がされます。 

◆主な改正内容 

労働者死傷病報告の報告事項について、災害

発生状況の的確な把握を目的に、これまでの自

由記載から、該当コード選択に変更されます。 

① 「事業の種類」⇒日本標準産業分類から該当

する細分類項目を選択 

（例）製造業＞食料品製造業＞水産食料品製

造業＞水産缶詰・瓶詰製造業 

② 「被災者の職種」⇒日本標準職業分類から該

当する小分類項目を選択 

（例）生産工程従事者＞製品製造・加工処理従

事者（金属製品を除く）＞食料品製造従事者 

③ 「傷病名及び傷病部位」⇒該当する傷病名及

び傷病部位を選択 

（例）傷病名：負傷＞切断 傷病部位：頭部＞

鼻 

また、「災害発生状況及び原因」の記入事項に

ついては、留意事項別に記入できるよう欄が 5

分割されました 

1．どのような場所で 

2．どのような作業をしているときに 

3．どのような物又は環境に 

4．どのような不安全な又は有害な状態があって 

5．どのような災害が発生したか)。 

さらに、「略図（発生時状況の図示）」については、

従前の手書きから、イラスト等のデータを添付す

ることになります（写真データの添付も可）。 

◆留意点 

厚生労働省は、厚生労働省ポータルサイト「労

働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係

る入力支援サービス」の活用を推進していますが、

電子申請が困難な場合は、当面の間、書面によ

る報告を認めるとしています。また、2025 年 1

月 1 日からは、次の報告についても電子申請が

義務化されます。 

⚫ 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理

者・産業医の選任報告 

⚫ 定期健康診断結果報告 

⚫ 心理的な負担の程度を把握するための検査結

果等報告 

⚫ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 

⚫ 有機溶剤等健康診断結果報告 

⚫ じん肺健康管理実施状況報告 

【厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改

正され、電子申請が義務化されます(令和7年 1

月 1日施行)」】 

7月の税務と労務の手続 

［提出先･納付先］ 

10日 

 健保・厚年報酬月額算定基礎届の提出 

 ［年金事務所又は健保組合］＜7/1現在＞ 

 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額納付 

  ［郵便局または銀行］ 

 特例による源泉徴収税額の納付 

＜1月～6月分＞ ［郵便局または銀行］ 

 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降採用の労働者がいる場合＞ 

  ［公共職業安定所］ 

 労働保険 年度更新 ［労働基準監督署］ 

 労働保険料の納付＜延納第 1期分＞ 

  ［郵便局または銀行］ 

16日 

 所得税予定納税額の減額承認申請 

＜6月 30日の現況＞の提出 ［税務署］ 

 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出 

  ［公共職業安定所］   

31日 

 所得税予定納税額の納付＜第 1期分＞ 

  ［郵便局または銀行］ 

 労働者死傷病報告の提出 

＜休業 4日未満、4月～6月分＞ 

  ［労働基準監督署］ 

 健保・厚年保険料の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

 健康保険印紙受払等報告書の提出 

  ［年金事務所］  

 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出 ［公共職業安定所］ 

 外国人雇用状況の届出 

（雇用保険の被保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

  ［公共職業安定所］ 

 固定資産税・都市計画税の納付 

＜第 2期＞ ［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によって異なる場合がある。 

2024 年 10 月号 


